
時
間
外
労

働

休
日

労
働

亨業の種類 事業の名称

労働者派遣事業（食料品製造業） 株式会社マイ・スタ ー

労働者数時間外労働をさせる
必要のある具体的事由 業務の種類 （ 滴18歳 ） 

以上の者

別紙（労使協定密）のとおり 別紙のとおり 別紙のと
おり

① 下記②に該当しない労
働者

② 1年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 （ 満18歳 ） 

以上の者
別紙のと別紙のとおり 別紙のとおり おり

労働保険番号 ヒ国
翌廷
国j迦国回

L.ruu
回 l回回回

基匹国号 国 国II回枝
回

名号
回I ロI績一ロ括mロ;SS

ロ号1

法人番号 国回囚 回回回 □ 回 回国国回国
事業の所在地（霞話番号）

(T289-1732) 
千葉県山武郡横芝光町横芝21 

7 
1番地

（霊話番号：0479-74-3101 ) 

所定労働時間
(1日）

（ 任意）

7時間45分

8時間 00分

1日

法定 労働時間
数
を所｛

：

·
超

- -定-
え
-労 -

（
る

任

-働-

意

-
時
時-

）

-
間

-間 - -

数
を-

超える 時 間

別紙のとおり：＇ 
＇ ＇，
，，
，， 
』＇
＇ 
， ， ＇ 
＇ 

＇ 
＇ ＇ ＇ ＇ 

所定休日
（ 任意）

毎週2日

延長することができる時間数

1箇月 （①については45時間ま
で、②については42時問まで）

法定労働時間
数
を掠
憚． 途え涵

（
る

任涵窓時
）
間箪

数
超える 時 間

別紙のとおり：＇ 
＇ ＇ ， 

＇ ヽ

' 
，，
， ，，＇， ， ， 
， 
＇， ＇ 

労働させることができる
法 定 休 日 の日 数

別紙のとおり

協定の有効期間

令和7年2月1日
～令和8年1月31日

1年（①については360時間ま
で、②については320時間まで）

塁

法超定
え
労
る

慟
時
時
間
間吋を

7
孫年丞

望

2

；；

月

価

：

1

蒔9
間

；；；る
数

別紙のとおり：
＇ 
＇ ＇ 
＇＇＇ ＇，
＇ ＇ ， ， 
＇， 
， 

＇ ， 

＇ 
＇ ＇

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

別紙のとおり

上記で定める時問数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合狂した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間 を超過しないこと。 回
（チェックボックスに要 チェック）

- --- - 9 - l 



様式第9号の2（第16条第1項閑係）

時間外労働
休日労 働に関する協定届（特別条項）

1年

1日 1箇月
（時間外労拗のみの時間数。

720時 間以内に限る．）
（任意） （時問外労儡及び休日労拗を合江した時間数． 100 時問未済に級る．）

起冥日
I （年月日） 令和7年2月1日

労働者数 延長することができる時間数
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 業務の種類 （ 満18歳 ） 延長することができる時問数 及び休 日労 慟 の 時 間 数- -

延長することができる時間数
以上の者 ·----------------

限度時間を超え
---------------＇ 

限時問を超 限度時問を超法定労慟時間を； 所定労働時間を て労働させるこ法定労鋤時間
休
を超
日

洒
：ぇ

定労拗時間を超 法定労慟時問を：所定労拗時間を
超える 時 間 数 ＇ 超える 時 間 数 とができる回数える時間数と ， る時間数と休日えた労拗に係 超える 時 問 数：超える 時 問 数えた労拗に係

（任惹） (6回以内に厭る．） 労鋤の時間数を合
偽

：
＇
労鋤

し
の時間数を合 る割増笠金卒 ： ' （任意） る割増賃金硲

互した時問数 た時間数 ＇ 
' ＇ ＇ （任意） ＇ 
、

別紙のとおり 別紙のとおり
別紙のとお 6時間 別紙のとおり

＇ 別紙のとお 720時間
＇ 別紙のとお

80時間 ， ， 
り

， り
＇ り， 

， ， ＇ ＇ ， ＇， ＇ ＇ 
＇， ＇ ＇ ， ＇ ， ＇ 

｀ ＇ ｀ ， ＇ ＇， ， ＇ ＇ ， 
， ＇ ＇ ＇ ＇ ’
＇ ＇ ， ＇ ， 
＇ ＇ ， ＇ 
， ＇ ， 、

' ＇ ＇ ， ＇ 

， ＇ ＇ ， ＇ ＇ ， ， ＇ ， 

限度時間を超えて労働させる場合における手続
労働者代表に対する事前の申し入れ

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び
（該当する番号） （具体的内容）

福祉を確保するための措四 ① ② 別紙のとおり

上記で定める時間数にかかわらず、 時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。 回

（チェックボックスに要チェック）
協定の成立年月日 令和7年 1月 1 6日

協定の当宰者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労偽組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の：： ：需員：： り］り協定の当宰者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 従業員の投票による選挙 ） 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労鋤者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。区］
（チェックポックスに要チェック）

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手

続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。に］ （チェックポックスに要チェック）
令和7年 1月 1 6日

使用者
職名 株式会社マイ・スター

氏名飯田泰司

労働基準監愕署長殿
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